
ご
存
じ
で
す
か
？

私
た
ち
は
、民
生
委
員

児
童
委
員
で
す
。

集特

　皆
さ
ん
は
、
お
住
ま
い
の
地
区
に
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員（
以
下
、
民
生
委
員
）、
主

任
児
童
委
員
と
呼
ば
れ
る
方
々
が
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　今
回
の
特
集
で
は
、
身
近
に
い
る
の
に
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
民
生
委
員
や
主
任

児
童
委
員
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員
と
は
？

　「
民
生
委
員
」は
、
民
生
委
員
法
に
基

づ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ

た
、
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
で
す
。

　
訪
問
活
動
な
ど
で
地
域
住
民
を
見
守

り
、
困
り
ご
と
を
抱
え
て
い
る
方
の
相

談
に
の
っ
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
役
場

や
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
関
係
機
関
に
つ
な
ぐ

パ
イ
プ
役
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
す
べ
て
の
民
生
委
員
は
児
童

福
祉
法
に
基
づ
い
て
、「
児
童
委
員
」も

兼
ね
て
お
り
、
子
ど
も
に
関
わ
る
相
談

支
援
も
行
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
も
、
子
ど
も
や
子
育
て
家

庭
へ
の
支
援
を
専
門
に
担
当
す
る
「
主

任
児
童
委
員
」も
い
ま
す
。

QA

QA　
町
内
に
民
生
委
員
は
27
人
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
担
当
地
区
で
活
動
し
て
い
ま

す
。
複
数
の
地
区
を
担
当
し
て
い
る
民

生
委
員
も
い
ま
す
。
主
任
児
童
委
員
は

２
人
お
り
、
町
内
全
地
区
を
担
当
し
て

い
ま
す
。

大
石
田
町
に
民
生
委
員
、
主
任

児
童
委
員
は
何
人
い
る
の
？

▲民生委員児童委員のマーク
幸せのめばえを示す四つ葉のク
ローバーをバックに、民生委員
の「み」の文字と児童委員を示す
双葉を組み合わせ、平和のシン
ボルの鳩をかたどって、愛情と
奉仕を表しています。
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民
生
委
員
の
主
な
活
動
は
次
の
と
お

り
で
す
。
ま
た
、民
生
委
員
の
活
動
は
、

主
に
上
記
の
７
つ
の
は
た
ら
き
を
持
っ

て
い
ま
す
。

○
地
域
の
見
守
り
、
訪
問
活
動

　
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
お
宅
に
は
、

月
に
１
回
訪
問
を
し
て
い
ま
す
。
安
否

確
認
を
し
た
り
、
相
談
が
あ
れ
ば
話
を

聞
き
、
関
係
機
関
に
つ
な
ぎ
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
の
活
動
や
学
校
行
事
、

学
校
訪
問
な
ど
に
参
加
し
、
子
ど
も
た

ち
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。
主
任
児
童
委

員
は
、
町
内
の
保
育
園
に
訪
問
し
、
子

ど
も
た
ち
の
活
動
の
様
子
を
み
た
り
、

先
生
方
と
の
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
ま

す
。

○
関
係
機
関
へ
の
連
絡

　
住
民
か
ら
の
相
談
や
困
り
ご
と
に
対

し
、
必
要
に
応
じ
て
役
場
、
社
会
福
祉

協
議
会
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
に
つ
な
ぎ
ま
す
。

○
会
議
や
研
修
会
へ
の
参
加

　
定
例
会
を
開
催
し
、
関
係
機
関
か
ら

の
依
頼
や
、
委
員
同
士
の
情
報
交
換
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
活
動
の

充
実
の
た
め
に
研
修
を
行
い
ま
す
。

ど
ん
な
活
動
を

し
て
い
る
の
？

QA

QA
民
生
委
員
の
任
期
は
？

給
与
は
あ
る
の
？

　
任
期
は
、
１
期
３
年
で
再
任
も
可
能

で
す
。
令
和
７
年
１2
月
に
民
生
委
員
の

改
選
が
あ
り
ま
す
。

　
給
与
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
交
通

費
や
通
信
費
な
ど
の
活
動
費
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

意見具申
活動を通じた問題点や改善
策をとりまとめ、関係機関
等に意見を提起します。

生活支援
住民が求める生活支援
活動を行い、支援体制
をつくります。

調整
住民の福祉ニーズに対
応し、適切なサービス
の提供が得られるよう
に支援します。

連絡通報
住民がニーズに応じた福祉
サービスを得られるよう、
関係機関や団体等に連絡し、
対応を促します。

情報提供
社会福祉の制度やサービス
について、その内容や情報
を支援が必要な人に提供し
ます。

社会調査
担当区域内の住民の実
態や福祉ニーズを常に
把握します。

相談
住民が抱える課題につ
いて、親身になって相
談にのります。

民生委員の７つのはたらき

QA
ど
ん
な
相
談
が
で
き
る
の
？

秘
密
は
守
ら
れ
る
の
？

　「
高
齢
で
一
人
暮
ら
し
に
な
り
不
安
」

「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
知
り
た
い
」

な
ど
様
々
な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

必
要
に
応
じ
て
、
福
祉
制
度
や
サ
ー
ビ

ス
を
紹
介
し
、
関
係
機
関
に
つ
な
げ
る

こ
と
で
、
相
談
者
の
問
題
解
決
を
支
援

し
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
に
は
、
民
生
委
員

法
に
よ
る
守
秘
義
務
が
あ
り
ま
す
。
任

期
中
は
も
ち
ろ
ん
、
退
任
後
も
守
秘
義

務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地域の民生委員は、
この登り旗が目印！

支
え
合
う 

住
み
よ
い
社
会 

地
域
か
ら

大
石
田
町
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会

33 広報おおいしだ広報おおいしだ 7.27.2


